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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

日
本
年
金
機
構
法
案
（
閣
法
第
七
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民
年
金
事
業
（
以
下
「
政
府
管
掌
年
金
事
業
」
と
い
う
。
）

の
適
正
な
運
営
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
国
民
年
金
制
度
（
以
下
「
政
府
管
掌
年
金
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国
民
の

信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
社
会
保
険
庁
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
日
本
年
金
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
設
立
し
、

そ
の
業
務
運
営
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

総
則

機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
監
督
の
下
に
、
厚
生
労
働
大
臣
と
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
政
府
管
掌
年
金
事
業
に
関

し
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
国
民
年
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
府
管
掌
年
金
事
業
の
適
正
な

運
営
及
び
政
府
管
掌
年
金
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

第
二

役
員
及
び
理
事
会
並
び
に
職
員

一

役
員
及
び
理
事
会



- -2

１

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
一
人
、
副
理
事
長
一
人
、
理
事
七
人
以
内
及
び
監
事
二
人
を
置
く
。

２

機
構
に
、
理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
理
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
理
事
会
を
置
く
。

二

役
員
及
び
職
員
の
地
位

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

す
。

第
三

業
務

一

業
務
の
範
囲
等

１

機
構
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
、
国
民
年
金
法
、
児
童
手
当
法
、
健
康
保
険
法
等
の
関
係
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣

の
権
限
に
係
る
事
務
等
を
そ
の
委
任
等
に
基
づ
き
行
う
。

２

機
構
は
、
被
保
険
者
、
事
業
主
及
び
受
給
権
者
の
利
便
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
必
要
な
地
に
年
金
事
務
所
を
置
く

も
の
と
す
る
。

二

中
期
目
標
等

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
三
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
に
お
い
て
機
構
が
達
成
す
べ
き
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
（
以
下
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「
中
期
目
標
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
。

２

機
構
は
、
当
該
中
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大

臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
中
期
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
運
営
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、

当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四

交
付
金

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
、
財
源
の
国
庫

負
担
又
は
保
険
料
の
別
ご
と
の
内
訳
及
び
当
該
財
源
の
内
訳
に
対
応
し
た
使
途
を
明
ら
か
に
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

第
五
の
三
、
四
及
び
五

公
布
の
日
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２

第
六
の
二
の
１

平
成
二
十
年
十
月
一
日

二

検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
、
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
の
状

況
、
機
構
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
及
び
改
善
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
機
構
の
組
織
及
び
業
務
の
存
続
の
必
要
性
の
有

無
を
含
め
た
在
り
方
そ
の
他
政
府
管
掌
年
金
事
業
の
運
営
に
関
す
る
全
般
的
な
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

三

基
本
計
画

１

政
府
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
及
び
機
構
へ
の
業
務
の
円
滑
な
引
継
ぎ
を
確
保
し
、
政
府
管
掌
年

金
事
業
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
機
構
の
当
面
の
業
務
運
営
に
関
す
る
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計

画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
計
画
は
、
業
務
の
委
託
の
推
進
及
び
機
構
の
職
員
の
採
用
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

３

政
府
は
、
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
府
管
掌
年
金
又
は
経
営
管
理
に
関
し
専
門
的
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な
学
識
又
は
実
践
的
な
能
力
を
有
し
、
中
立
の
立
場
で
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴

く
も
の
と
す
る
。

四

設
立
委
員
等

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
機
構
の
設
立
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

２

設
立
委
員
は
、
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
機
構
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
機
構
の
職
員
の
採
用
の
基
準
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

五

職
員
の
採
用

設
立
委
員
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
を
通
じ
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
機
構
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
機
構
の
職
員
の
採
用

の
基
準
を
提
示
し
て
、
職
員
の
募
集
を
行
い
、
採
否
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
事
管
理
に
関
し
高
い
識
見
を
有
し
、

中
立
の
立
場
で
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
選
任
す

る
者
か
ら
な
る
会
議
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

第
六

そ
の
他

一

厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
財
務
大
臣
へ
の
委
任
に
関
す
る
事
項
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厚
生
労
働
大
臣
は
、
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
納
付
義
務
者
が
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
執
行
を
免
れ

る
目
的
で
そ
の
財
産
に
つ
い
て
隠
ぺ
い
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
情
が
あ
る
た
め
保
険

料
等
の
効
果
的
な
徴
収
を
行
う
上
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
財
務
大
臣
に
、

当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正

１

地
方
厚
生
局
が
分
掌
す
る
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
と
し
て
保
険
医
療
機
関
等
に
対
す
る
指
導
及
び
監
督
等
の
事
務

を
追
加
す
る
。

２

社
会
保
険
庁
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。


